
２０２１年１２月２２日

（単位：百万円）

4,283,777 9,722,134
13,370 161,822
5,524 1,004,401
8,155 122,439

3,129,746 525,948
6,774,997 1,171

7,191 2,054,639
80,275 1,278

そ の 他 の 資 産 80,275 1,415
70,022 43,257
7,321 1,852
7,610 581

14,649 40,822
△ 40,466 6,435

△ 8 1,509
156

1,067
37,076
7,834

14,649
13,707,237

85,113
58,574
58,574

362,757
55,317

307,440
1,056

222,432
83,952

506,444
136,196

580
11,710

148,487
654,931

14,362,168 14,362,168

繰 越 利 益 剰 余 金

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

水 戸 市 南 町 ２ 丁 目 ５ 番 ５ 号

株 式 会 社 常 陽 銀 行

株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
純 資 産 の 部 合 計

資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金
別 途 積 立 金

再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計
（ 純 資 産 の 部 ）
資 本 金
資 本 剰 余 金

そ の 他 の 負 債
退 職 給 付 引 当 金
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金
ポ イ ン ト 引 当 金
偶 発 損 失 引 当 金
繰 延 税 金 負 債

有 形 固 定 資 産

外 国 為 替
信 託 勘 定 借
そ の 他 負 債

未 払 法 人 税 等
リ ー ス 債 務

外 国 為 替

資 産 の 部 合 計

（ 負 債 の 部 ）
預 金
譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
売 現 先 勘 定
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
特 定 取 引 負 債
借 用 金

中間貸借対照表（２０２１年９月３０日現在）

無 形 固 定 資 産
前 払 年 金 費 用
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金
投 資 損 失 引 当 金

（ 資 産 の 部 ）

コ ー ル ロ ー ン
買 入 金 銭 債 権

そ の 他 資 産

取 締 役 頭 取 笹 島 律 夫

貸 出 金
有 価 証 券
特 定 取 引 資 産

現 金 預 け 金

第１３１期　中 間 決 算 公 告

金　　額科　目 金　　額 科　目



（単位：百万円）

66,937

44,918

( 29,356 )

( 14,618 )

19

14,066

210

1,068

6,654

45,241

737

( 278 )

3,925

3,089

30,315

7,173

21,695

55

1,756

19,994

6,062

△ 379

5,682

14,311

税 引 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

中 間 純 利 益

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

役 務 取 引 等 費 用

資 金 運 用 収 益

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（うち有価証券利息配当金）

信 託 報 酬

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

科　　目 金　　　　　　　　額

中間損益計算書

経 常 収 益

( )
２０２１年４月　１日から

２０２１年９月３０日まで
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個別注記表 
 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

 

重要な会計方針  

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準   

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を

利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を

基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引か

らの損益を中間損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決算日の時価によ

り、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決算日において決済したものとみな

した額により行っております。  

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間期中の受払利息等に、有価証券及び金銭

債権等については前期末と当中間期末における評価損益の増減額を、派生商品については前期末と当中

間期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。  

なお、派生商品については、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債

を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした

時価を算定しております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法  

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・

子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主とし

て移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っ

ております。  

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。  

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法  

 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。  

 なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の

資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しておりま

す。 

４．固定資産の減価償却の方法  

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）  

   有形固定資産は、定額法により償却しております。  

   また、主な耐用年数は次のとおりであります。  

建 物   ６年～50年  

その他  ３年～20年  

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）  

     無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。  

(3) リース資産  

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び｢無形固定資産｣中のリース

資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、

リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としており

ます。  

５．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金  

 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係

る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、

以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を

総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 
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貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当

該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との

差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況

が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務

者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権である債

務者（以下、「要管理先」という。）に対する債権については今後３年間の予想損失額を、また、要

管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債

務者に対する債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、１

年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失

率を求め、必要に応じてこれに直近算定期間の状況など将来見込みに必要な修正を加えて算定して

おります。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は12,139百万円であります。  

(2) 投資損失引当金  

   投資損失引当金は、投資等について将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる

額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金  

   退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。ま

た、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間期末までの期間に帰属させる方法につい

ては給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は

次のとおりであります。  

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法

により費用処理  

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理  

(4) 睡眠預金払戻損失引当金  

   睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。  

(5) ポイント引当金  

   ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来使用

された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上して

おります。 

(6) 偶発損失引当金  

   偶発損失引当金は、信用保証協会保証付き融資の負担金支払いに備えるため、過去の代位弁済の

実績率に基づく将来の負担金支払見込額及び他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対

し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額をそれぞれ計上しております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準  

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。  

７．ヘッジ会計の方法  

(1) 金利リスク・ヘッジ  

   金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第 24

号 2020 年 10 月８日。以下、「業種別委員会実務指針第 24 号」という。）に規定する繰延ヘッジに

よっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ

対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングの

うえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象

とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。  
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(2) 為替変動リスク・ヘッジ  

   外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実

務指針第 25 号 2020 年 10 月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の

方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及

び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手

段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しておりま

す。 

(3) 株価変動リスク・ヘッジ 

その他有価証券のうち、政策投資目的で保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、株式

先渡取引をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッジ対

象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行っております。ヘ

ッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。 

  なお、一部の資産・負債については、個別ヘッジとして繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例

処理を行っております。 

８．消費税等の会計処理  

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対

象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 

９．連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用しております。 

10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当行は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグループ通算制

度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告

第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ

いて、改正前の税法の規定に基づいております。 

 

会計方針の変更 

（時価の算定に関する会計基準） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」と

いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引の時価算

定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプット

を最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、

当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当中間会計期間の期首より前に新たな

会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。 

この結果、当中間会計期間の期首の利益剰余金が253百万円減少、特定取引資産が234百万円減少、金融派

生商品（資産）が199百万円減少、特定取引負債が25百万円減少、金融派生商品（負債）が44百万円減少、

繰延税金資産が110百万円増加、１株当たり純資産額が35銭減少しております。 

また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４

日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ

たって適用することといたしました。これに伴い、その他有価証券のうち国内株式及び国内投資信託につい

ては、原則として期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づく評価から、期末日の市場価格による評価に変更し

ております。 

 

追加情報 

（新型コロナウイルス感染症の影響） 

新型コロナウイルス感染症の影響は、当中間会計期間以降も継続するものと見込み、債務者区分の決定に

あたり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けると見込まれる債務者の業績変化の見通し等を反映させ

ております。債務者区分の決定に用いた仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染状況やその経済への

影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定については、前事業年度末

から重要な変更はありません。 
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注記事項  

（中間貸借対照表関係）  

１．関係会社の株式及び出資金総額 4,780百万円  

２．貸出金のうち、破綻先債権額は 753百万円、延滞債権額は 85,565百万円であります。  

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元

本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行

った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965 年政令第 97

号）第 96 条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金

であります。  

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。  

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 27百万円であります。  

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延してい

る貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。  

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 14,350百万円であります。  

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息

の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、

延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。  

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 100,697百万円

であります。  

なお、２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。  

６．手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これにより受

け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で

自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は 9,714百万円であります。  
７．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

有価証券                 1,881,870百万円 

貸出金          1,067,915百万円 

担保資産に対応する債務  

預金                       10,550百万円 

売現先勘定         122,439 百万円 

債券貸借取引受入担保金    525,948 百万円 

 借用金          2,054,354百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 4,010 百万円

を差し入れております。  

また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金 44,167 百万円、金融商品等差入担保金 5,780百万円、

保証金・敷金 2,255百万円、公金事務等取扱担保金 2,050百万円が含まれております。  

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場

合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する

契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 1,658,705百万円であります。このうち原契約期

間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 786,112百万円あります。 

  なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが

必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき

顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。  

９．土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。  

再評価を行った年月日   1998年３月 31日  

同法律第３条第３項に定める再評価の方法    

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に定める地価

税の課税価格計算の方法に基づいて、１画地毎に、財産評価基本通達を基準に奥行価格補正、側方路線
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影響加算、不整形地補正等を行って算出。 

10．有形固定資産の減価償却累計額 81,969百万円  

11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当

行の保証債務の額は 91,394 百万円であります。  

12. 元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託1,401百万円であります。 

13．銀行法施行規則第19条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）は、11.71％

であります。 

 

（中間損益計算書関係） 

１． 「その他経常収益」には、株式等売却益5,385百万円及び償却債権取立益817百万円を含んでおります。 

２． 「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額 3,671 百万円、株式等売却損 1,527 百万円、貸出金償却

1,155 百万円を含んでおります。 

３． 「特別損失」には、固定資産処分損 315百万円を含んでおります。 

また、店舗統廃合等を決定し投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、主に茨城県内にある遊休

資産等について 1,440 百万円の減損損失を計上しております。 

   上記減損損失の固定資産の種類ごとの内訳は、土地 932 百万円、建物 315百万円、ソフトウェア 189

百万円、動産３百万円、水道加入権０百万円であります。 

   稼動資産については、営業用店舗を基礎とし、キャッシュ・フローの相互補完性に基づいた一定の地

域等をグルーピングの単位としております。遊休資産等については、各々独立した単位として取扱って

おります。また、本部、事務センター、寮、社宅、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出さないことから、共用資産としております。 

 回収可能価額の算定は、原則として正味売却価額によっており、主として不動産鑑定評価額から処分

費用見込額を控除して算定しております。 

 

（有価証券関係）  

中間貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

１．満期保有目的の債券（2021年９月 30日現在） 

 
種類 

中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

時  価 

(百万円) 

差  額 

(百万円) 

時価が中間貸借

対照表計上額を

超えるもの 

 

債券 67,667 68,105 437 

 国債 ― ― ― 

 地方債 ― ― ― 

 社債 67,667 68,105 437 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

小計 67,667 68,105 437 

時価が中間貸借

対照表計上額を

超えないもの 

債券 28,726 28,544 △182 

 国債 ― ― ― 

 地方債 ― ― ― 

 社債 28,726 28,544 △182 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

小計 28,726 28,544 △182 

合計 96,394 96,649 255 

 

株式会社　常陽銀行



２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2021年９月30日現在） 

 中間貸借対照表 

計上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 ― ― ― 

関連法人等株式 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社・子法人等株式 2,266 

関連法人等株式 ― 

    

  ３．その他有価証券（2021年９月30日現在） 

 
種類 

中間貸借対照表 

計上額(百万円) 

取得原価 

（百万円） 

差額 

(百万円) 

中間貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

株式 215,218 81,690 133,527 

債券 1,500,926 1,492,420 8,505 

国債 425,395 422,141 3,253 

地方債 741,062 738,011 3,051 

社債 334,467 332,267 2,200 

その他 738,357 681,631 56,726 

 外国債券 427,462 409,668 17,794 

 その他 310,894 271,962 38,932 

小計 2,454,502 2,255,742 198,759 

中間貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

株式 13,714 14,421 △706 

債券 283,740 284,838 △1,098 

国債 79,244 79,701 △456 

地方債 110,973 111,154 △181 

社債 93,522 93,982 △460 

その他 250,687 253,967 △3,279 

 外国債券 155,053 157,015 △1,961 

 その他 95,634 96,951 △1,317 

小計 548,142 553,226 △5,084 

合計 3,002,644 2,808,969 193,675 

 

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間貸借対照表計上額 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 2,592 

組合出資金等 25,848 

 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

４．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く）のうち、当該有価

証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認めら

れないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の

損失として処理（以下、「減損処理」という。）することとしております。 

 当中間期における減損処理額は、319 百万円（うち、株式 319百万円）であります。 

 なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公
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認会計士協会会計制度委員会報告 14号）の趣旨に基づき、当中間期末における時価が取得原価に比べ 30％

以上下落した場合等としております。また、その他有価証券のうち国内株式及び国内投資信託については

原則として中間会計期間末月１ヶ月の市場価格の平均に基づき判断しております。 

 

（金銭の信託関係）  

１．満期保有目的の金銭の信託（2021年９月 30日現在） 

   該当ありません。 

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2021 年９月 30 日現在） 

   該当ありません。 

 

（税効果会計関係）  

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。  

繰延税金資産   

 貸倒引当金 14,551 百万円 

 退職給付引当金 6,761  

 有価証券 1,569  

 固定資産減損損失 1,079  

 賞与引当金 738  

 減価償却費 667  

 睡眠預金払戻損失引当金 458  

 その他 3,009  

繰延税金資産小計 28,836  

評価性引当額 △2,192  

繰延税金資産合計 26,643  

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △58,423  

 退職給付信託設定額  △4,467  

 その他 △829  

繰延税金負債合計 △63,720  

繰延税金負債の純額  △37,076 百万円 

 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 905 円 96銭 

１株当たりの中間純利益金額 19円 79 銭 

株式会社　常陽銀行



（単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

2,000   1,448   

155   2,401   

10   

1,415   

267   

3,850   3,850   

(注)１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　２．共同信託他社管理財産　　－百万円

    ３．元本補てん契約のある信託の貸出金は、該当ありません。

 元本補てん契約のある信託の内訳は、次のとおりであります。

  金　銭　信　託 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額

1,401   1,401   

0   

1,401   1,401   

(注) 貸付信託は取り扱っておりません。

資　　　産 負　　　債

銀 行 勘 定 貸

計 計 

元 本

そ の 他

信 託 財 産 残 高 表(2021年9月30日現在)

資　　　産

現 金 預 け 金

そ の 他 債 権

銀 行 勘 定 貸

金 銭 信 託

包 括 信 託

合　　　　計 合　　　　計 

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

負　　　債
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（単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 4,283,778 預 金 9,714,965

コールローン及び買入手形 13,370 譲 渡 性 預 金 132,772

買 入 金 銭 債 権 5,524 コールマネー及び売渡手形 1,004,401

特 定 取 引 資 産 8,155 売 現 先 勘 定 122,439

有 価 証 券 3,128,104 債券貸借取引受入担保金 525,948

貸 出 金 6,774,525 特 定 取 引 負 債 1,171

外 国 為 替 7,191 借 用 金 2,054,639

そ の 他 資 産 79,089 外 国 為 替 1,278

有 形 固 定 資 産 76,547 信 託 勘 定 借 1,415

無 形 固 定 資 産 7,451 そ の 他 負 債 58,798

退 職 給 付 に 係 る 資 産 8,689 退 職 給 付 に 係 る 負 債 374

繰 延 税 金 資 産 509 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 9

支 払 承 諾 見 返 14,649 睡眠預金払戻損失引当金 1,509

貸 倒 引 当 金 △ 44,059 ポ イ ン ト 引 当 金 156

投 資 損 失 引 当 金 △ 8 偶 発 損 失 引 当 金 1,067

繰 延 税 金 負 債 37,230

再評価に係る繰延税金負債 8,514

負 の の れ ん 264

支 払 承 諾 14,649

負 債 の 部 合 計 13,681,606

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 85,113

資 本 剰 余 金 59,705

利 益 剰 余 金 381,755

株 主 資 本 合 計 526,574

その他有価証券評価差額金 136,209

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 580

土 地 再 評 価 差 額 金 13,267

退職給付に係る調整累計額 5,282

その他の包括利益累計額合計 155,338

純 資 産 の 部 合 計 681,913

資 産 の 部 合 計 14,363,520 負債及び純資産の部合計 14,363,520

水 戸 市 南 町 ２ 丁 目 ５ 番 ５ 号
株 式 会 社 常 陽 銀 行
取 締 役 頭 取 笹 島 律 夫

第１３１期　中 間 決 算 公 告

２０２１年１２月２２日

中間連結貸借対照表（２０２１年９月３０日現在）



　　　　　　　　２０２１年４月　１日から

   　　　　　   ２０２１年９月３０日まで

（単位：百万円）

68,832

44,915

( う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 29,353 )

( う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） ( 14,618 )

19

15,111

210

1,068

7,508

45,468

737

( う ち 預 金 利 息 ） 278

3,287

3,089

30,164

8,189

23,364

55

55

1,756

315

1,440

21,662

6,429

△ 182

6,246

15,416

15,416

法 人 税 等 合 計

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

金　　　　額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

信 託 報 酬

役 務 取 引 等 収 益

科　　　　目

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

固 定 資 産 処 分 益

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

営 業 経 費

経 常 利 益

特 別 利 益

中 間 純 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益

 

中間連結損益計算書（              ） 
２０２１年４月 １日から 
２０２１年９月３０日まで 
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連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間連結財務諸表の作成方針 

１．連結の範囲に関する事項 
① 連結される子会社及び子法人等    ５社 

主要な会社名 
常陽コンピューターサービス株式会社  

 
（連結の範囲の変更） 

2021 年４月１日付で、当行が保有する株式会社常陽クレジットの全株式を、当行の完全親
会社である株式会社めぶきフィナンシャルグループに現物配当として交付いたしました。こ
れにより株式会社常陽クレジットは当行の子会社に該当しなくなったことから、当中間連結
会計期間より連結の範囲から除いております。 
なお、2021 年 4 月 1 日付で、同社は株式会社めぶきカードに商号を変更しております。 
 

② 非連結の子会社及び子法人等     ５社 
主要な会社名 

常陽事業継承ファンド投資事業有限責任組合  

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利

益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、

連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない

程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。  

 
③ 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社と

しなかった当該他の会社等の名称 
茨城倉庫株式会社 

（子会社としなかった理由) 
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成等を図ることを目的に出資したものであり、

傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。 
 

２．持分法の適用に関する事項 
① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  ０社 
② 持分法適用の関連法人等          ０社 
③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ５社 

主要な会社名 
常陽事業継承ファンド投資事業有限責任組合  

④ 持分法非適用の関連法人等         ４社 

主要な会社名 

いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、中間純損益（持分に見
合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等
からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分
法の対象から除いております。 

 
３．連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 
９月末日    ５社 

 
４．負ののれんの償却に関する事項 

20 年間の定額法により償却を行っております。 
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会計方針に関する事項 
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間
の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引について
は、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負
債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及
び「特定取引費用」に計上しております。 
 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決
算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算
日において決済したものとみなした額により行っております。 
 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等
に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における
評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけ
るみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

なお、派生商品については、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及
び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債の
グループを単位とした時価を算定しております。 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 (定額法)、

その他有価証券については、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市

場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。  

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 
なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した

後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした
時価を算定しております。 

(4) 固定資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産（リース資産を除く） 
 当行の有形固定資産は、定額法により償却しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ６年～50 年 
その他  ３年～20 年 
連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、

主として定率法により償却しております。 
② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて
償却しております。 

③  リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び｢無形固定資産｣中の
リース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価
額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以
外のものは零としております。 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
す。 
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権
については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能
見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在
は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、
「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必
要と認める額を計上しております。 

貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元

本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権に

ついては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と

債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上
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しております。 

 上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、
業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を
要する債務者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要
管理債権である債務者（以下、「要管理先」という。）に対する債権については今後３年間の
予想損失額を、また、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特
段の問題がないと認められる債務者に対する債権については今後１年間の予想損失額を見込
んで計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の
過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、必要に応じてこれに直近算定期間の
状況など将来見込みに必要な修正を加えて算定しております。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 
 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の
評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債
権額から直接減額しており、その金額は 12,845 百万円であります。 
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等

を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

(6) 投資損失引当金の計上基準 

 当行の投資損失引当金は、投資等について将来発生する可能性のある損失を見積り、必要
と認められる額を計上しております。 

(7) 役員退職慰労引当金の計上基準 
  連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに

備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発
生していると認められる額を計上しております。 

(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に
備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上してお
ります。 

(9) ポイント引当金の計上基準 
 ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、
将来使用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認めら
れる額を計上しております。 

(10) 偶発損失引当金の計上基準 
 偶発損失引当金は、信用保証協会保証付き融資の負担金支払いに備えるため、過去の代位
弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額及び他の引当金で引当対象とした事象以外
の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額をそれぞ
れ計上しております。 

 (11) 退職給付に係る会計処理の方法 
 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属
させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算
上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 
 過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）による

定額法により費用処理 
 数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理 

(12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
 当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日の
為替相場により換算しております。 

(13) 重要なヘッジ会計の方法 
① 金利リスク・ヘッジ 

 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種
別委員会実務指針第 24 号 2020 年 10 月８日。以下、「業種別委員会実務指針第 24 号」とい
う。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場
変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワッ
プ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッ
シュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関
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関係の検証により有効性の評価をしております。 
② 為替変動リスク・ヘッジ 

 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、
「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認
会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによって
おります。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを
減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対
象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在するこ
とを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

③ 株価変動リスク・ヘッジ 
当行のその他有価証券のうち、保有する株式の相場変動リスクをヘッジするため、株式先

渡取引をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジの有効性評価については、ヘッ
ジ対象の時価変動等とヘッジ手段の時価変動等との相関関係を検証する方法により行って
おります。ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。 

 なお、当行の一部の資産・負債については、個別ヘッジとして繰延ヘッジ、あるいは金利ス
ワップの特例処理を行っております。 

(14) 消費税等の会計処理 
当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期
間の費用に計上しております。 

(15) 連結納税制度の適用 
連結納税制度を適用しております。 

(16)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 
当行及び連結される子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（ 2020 年法律第８

号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせ
て単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度
への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31
日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の
額について、改正前の税法の規定に基づいております。 

 
会計方針の変更 
（時価の算定に関する会計基準） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下、「時価算定会
計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 8 項に従いデ
リバティブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から
推計される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時
価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第 20 項また書きに定める
経過措置に従い、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的
影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。 

この結果、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金が 253 百万円減少、特定取引資産が 234 百万
円減少、金融派生商品（資産）が 199 百万円減少、特定取引負債が 25 百万円減少、金融派生商品
（負債）が 44 百万円減少、繰延税金資産が 110 百万円増加、１株当たり純資産額が 35 銭減少して
おります。 

また、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019
年 7 月 4 日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会
計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これに伴い、その他有価証券のうち国内
株式及び国内投資信託については、原則として期末前 1 ヶ月の市場価格の平均に基づく評価から、
期末日の市場価格による評価に変更しております。 
 
追加情報 
（新型コロナウイルス感染症の影響） 

新型コロナウイルス感染症の影響は、当中間連結会計期間以降も継続するものと見込み、債務者
区分の決定にあたり、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けると見込まれる債務者の業績変化
の見通し等を反映させております。債務者区分の決定に用いた仮定は不確実であり、新型コロナウ
イルス感染状況やその経済への影響が変化した場合には、損失額が増減する可能性があります。  

なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定については、前連
結会計年度末から重要な変更はありません。 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係）  
１．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く）2,526百万円 
２．貸出金のうち、破綻先債権額は795百万円、延滞債権額は85,752百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由
により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸
出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に
規定する事由が生じている貸出金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。  
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は27百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅
延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は14,350百万円であります。 
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。  

５． 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は100,926
百万円であります。 
なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は9,714百万円であり
ます。 

７．担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 

有価証券              1,881,870百万円 
貸出金             1,067,915百万円 

担保資産に対応する債務 
預金                              10,550百万円 
売現先勘定            122,439百万円 
債券貸借取引受入担保金           525,948百万円 
借用金                         2,054,354百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
4,010百万円を差し入れております。 

なお、その他資産には、中央清算機関差入証拠金44,167百万円、金融商品等差入担保金5,780
百万円、公金事務等取扱担保金2,050百万円、保証金・敷金958百万円が含まれております。 

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し
付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,658,405百万円
であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なもの
が785,812百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高
そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影
響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め
定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保
全上の措置等を講じております。 

９．土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土
地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  1998 年３月 31 日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に定
める地価税の課税価格計算の方法に基づいて、１画地毎に、財産評価基本通達を基準に奥行
価格補正、側方路線影響加算、不整形地補正等を行って算出。 
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10．有形固定資産の減価償却累計額 85,874百万円 
11．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に

対する保証債務の額は91,394百万円であります。 
12．元本補填契約のある信託の元本金額は、金銭信託1,401百万円であります。 
13．銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロ（10）に規定する連結自己資本比率（国内基準）は、

12.38％であります。 
 
（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益 5,385 百万円及び償却債権取立益 1,176 百万円を含ん
でおります。 

２．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額 3,500 百万円、貸出金償却 1,612 百万円、株式等
売却損 1,527 百万円を含んでおります。 

３．「減損損失」は、店舗統廃合等を決定し投資額の回収が見込めなくなったことに伴い、主に茨
城県内にある遊休資産等について計上しております。 
 上記減損損失の固定資産の種類ごとの内訳は、土地 932 百万円、建物 315 百万円、ソフトウェ
ア 189 百万円、動産３百万円、水道加入権０百万円であります。 
 当行並びに連結される子会社及び子法人等の稼動資産については、営業用店舗等を基礎とし、
キャッシュ・フローの相互補完性に基づいた一定の地域等をグルーピングの単位としております。
遊休資産等については、各々独立した単位として取扱っております。また、本部、事務センター、
寮、社宅、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産
としております。 
 回収可能価額の算定は、原則として正味売却価額によっており、主として不動産鑑定評価額か
ら処分費用見込額を控除して算定しております。  

４．中間包括利益 29,943 百万円 
 
（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

2021 年９月 30 日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおり

であります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません（（注

１）参照）。 

また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）、コールマネー及び売

渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似することから、注記を省略しております。なお、重要性の乏しい科目については注記を省略し

ております。 

（単位：百万円） 

 中間連結貸借

対照表計上額 
時 価 差 額 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

その他有価証券 

(2) 貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

 

96,994 

3,002,644 

6,774,525 

△40,392 

 

97,249 

3,002,644 

 

255 

― 

 

6,734,132 6,791,625 57,493 

資産計 9,833,770 9,891,519 57,748 

(1) 預金 

(2) 譲渡性預金 

(3) 借用金 

9,714,965 

132,772 

2,054,639 

9,715,043 

132,772 

2,054,639 

△77 

― 

― 

負債計 11,902,377 11,902,455 △77 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

 ヘッジ会計が適用されているもの(＊３) 

 

1,390 

（4,457） 

 

1,390 

（4,457） 

 

― 

― 

デリバティブ取引計 （3,067） （3,067） ― 

(＊１)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(＊２)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表
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示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示してお

り、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

(＊３) ヘッジ対象である貸出金・有価証券等の金融資産・負債のキャッシュ・フローの固定化、

相場変動の相殺または為替変動リスクの減殺を行うためにヘッジ手段として指定した金利

スワップ・通貨スワップ等であり、繰延ヘッジ・特例処理を適用しております。  

なお、これらのヘッジ関係に、「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」

(実務対応報告第 40 号 2020 年９月 29 日)を適用しております。 

 

(注１) 市場価格のない株式等及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、

金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

    (単位：百万円） 

区 分 中間連結貸借対照表計上額 

 非上場株式(＊１)(＊２)  2,605 

 組合出資金等(＊３) 25,860 

(＊１)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第 19 号 2019 年７月４日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

(＊２)当中間連結会計期間において、非上場株式について 16 百万円減損処理を行っておりま

す。 

(＊３)組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第31号 2019年７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第27項に基づき、

時価開示の対象とはしておりません。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ  

れる当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価 

の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価  

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。 

 

株式会社　常陽銀行



(１)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

有価証券     

 その他有価証券     

  国債 504,640 ― ― 504,640 

  地方債 ― 852,035 ― 852,035 

  社債 ― 427,990 ― 427,990 

  株式 224,815 4,117 ― 228,932 

  外国債券 55,245 466,163 61,107 582,516 

デリバティブ取引     

 金利関連 ― 3,413 ― 3,413 

 通貨関連 ― 4,033 ― 4,033 

 株式関連 ― 255 ― 255 

 その他 ― ― 83 83 

資産計 784,701 1,758,009 61,190 2,603,902 

デリバティブ取引     

 金利関連 ― 1,401 ― 1,401 

 通貨関連 ― 9,369 ― 9,369 

 株式関連 ― ― ― ― 

 その他 ― ― 83 83 

負債計 ― 10,770 83 10,853 

（＊）時価算定適用指針第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には

含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は406,528百万円

であります。 

 

(２) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

有価証券     

 満期保有目的の債券     

  国債 ― ― ― ― 

  地方債 ― 600 ― 600 

  社債 ― ― 96,649 96,649 

貸出金 ― ― 6,791,625 6,791,625 

資産計 ― 600 6,888,275 6,888,875 

預金 ― 9,715,043 ― 9,715,043 

譲渡性預金 ― 132,772 ― 132,772 

借用金 ― 2,054,639 ― 2,054,639 

負債計 ― 11,902,455 ― 11,902,455 

 

(注１) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の

時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分

類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。 

相場価格が入手できない場合には、情報ベンダーやブローカー等が評価した価格、又は将来
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キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて算定した価格を時価としておりま

す。これらの評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、

市場金利、国債利回り、信用スプレッド、デフォルト率、回収率等が含まれます。算定に当た

り重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類しております。 

自行保証付私募債は、市場金利に一定の調整を加えた割引金利を用いて算定した割引現在価

値にデフォルト率等の信用リスク要因を織り込んで時価を算定しており、当該割引金利および

デフォルト率が観察不能であることからレベル３の時価に分類しております。  

証券化商品は、情報ベンダー又はブローカー等から入手する評価をもって時価としており、

重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル３、そうでない場合はレベル２の

時価に分類しております。 

投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価算定適用指針第26項に従い経過

措置を適用し、レベルを付しておりません。 

 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額

を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このう

ち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おります。なお、約定期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・

フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してお

り、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上

額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。  

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けてい

ないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているも

のと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。 

これらについては、レベル３の時価に分類しております。 

 

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

要求払預金について、中間連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価

としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・

フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。   

割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が

短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価

としております。これらについては、レベル２の時価に分類しております。 

 

借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、同様の借入

において想定される利率で割り引いた現在価値を算定しております。このうち、変動金利によ

るものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行並びに連結される子会社及び子法人等の信

用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられる

ため、当該帳簿価額を時価としております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについ

ては、レベル２の時価に分類しております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレ

ベル１の時価に分類しており、主に債券先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないた

め、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の
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評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプット

は、金利や為替レート、株価、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及

び当行自身の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用い

ていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プレイン・バニラ

型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用い

ている場合はレベル３の時価に分類しております。 

 

(注２）時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報  

(１)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2021年９月30日） 

（単位：百万円） 

 

期首  

残高  

当期の損益又は  

その他の包括利

益  購入、

売却、

発行及

び決済

の純額  

レベル

３の時

価への

振替  

レベル

３の時

価から

の振替  

期末  

残高  

当期の損益に

計上した額の

うち中間連結

貸借対照表日

において保有

する金融資産

及び金融負債

の評価損益

（＊１）  

損益に

計上  

（＊１） 

その他

の包括

利益に

計上  

(＊２) 

有価証券          

 その他有価証券          

  外国債券  56,484 571 84 3,967 ― ― 61,107 570 

デリバティブ取引                  

 その他  △0 △0 ― ― ― ― △0 ― 

(＊１)中間連結損益計算書の「資金運用収益」「その他業務収益」「その他業務費用」に含まれてお

ります。 

(＊２)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれ

ております。 

 

(２)時価の評価プロセスの説明  

当行グループではミドル部門及びバック部門において時価の算定に関する方針及び手続を定め

ております。算定された時価及びレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法及び

インプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。  

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデ

ルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されて

いる評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格

の妥当性を検証しております。 
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（有価証券関係） 

  中間連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。 

 

１．満期保有目的の債券（2021年９月30日現在） 

 
種類 

中間連結貸借対照

表計上額(百万円) 

時  価 

(百万円) 

差  額 

(百万円) 

時 価 が 中 間

連 結 貸 借 対

照 表 計 上 額

を 超 え る も

の 

債券 68,117 68,555 437 

 国債 ― ― ― 

 地方債 449 450 0 

 社債 67,667 68,105 437 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

小計 68,117 68,555 437 

時 価 が 中 間

連 結 貸 借 対

照 表 計 上 額

を 超 え な い

もの 

債券 28,876 28,694 △182 

 国債 ― ― ― 

 地方債 150 150 ― 

 社債 28,726 28,544 △182 

その他 ― ― ― 

 外国債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

小計 28,876 28,694 △182 

合計 96,994 97,249 255 

 

２．その他有価証券（2021年９月30日現在） 

 
種類 

中間連結貸借対照

表計上額(百万円) 

取得原価 

（百万円） 

差 額 

(百万円) 

中 間 連 結 貸

借 対 照 表 計

上 額 が 取 得

原 価 を 超 え

るもの 

株式 215,218 81,678 133,540 

債券 1,500,926 1,492,420 8,505 

国債 425,395 422,141 3,253 

地方債 741,062 738,011 3,051 

社債 334,467 332,267 2,200 

その他 738,357 681,631 56,726 

 外国債券 427,462 409,668 17,794 

 その他 310,894 271,962 38,932 

小計 2,454,502 2,255,730 198,772 

中 間 連 結 貸

借 対 照 表 計

上 額 が 取 得

原 価 を 超 え

ないもの 

株式 13,714 14,421 △706 

債券 283,740 284,838 △1,098 

国債 79,244 79,701 △456 

地方債 110,973 111,154 △181 

社債 93,522 93,982 △460 

その他 250,687 253,967 △3,279 

 外国債券 155,053 157,015 △1,961 

 その他 95,634 96,951 △1,317 

小計 548,142 553,226 △5,084 

合計 3,002,644 2,808,956 193,687 
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３．減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金等を除く）のうち、

当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見

込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額とす

るとともに、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理（以下、「減損処理」という。）

することとしております。 

当中間連結会計期間における減損処理額は、319百万円（うち、株式319百万円）であります。 

なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、「金融商品会計に関する実務指

針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）の趣旨に基づき、当中間連結会計期間

末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合等としております。また、その他有価

証券のうち国内株式及び国内投資信託については原則として中間連結会計期間末月１ヶ月の

市場価格の平均に基づき判断しております。 

 

（金銭の信託関係） 
１．満期保有目的の金銭の信託（ 2021 年９月 30 日現在） 
   該当ありません。 
２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（ 2021 年９月 30 日現在） 
   該当ありません。 
 
（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額  943 円 28 銭 
１株当たりの親会社株主に帰属する中間純利益金額 21 円 32 銭 
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